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宮古港の一部復旧について 

 

 

 東北地方整備局及び第二管区海上保安本部では、緊急物資の海上輸送の早期

実現を図るため、岩手県宮古港において実施していた水路測量及び航路啓開活

動を終え、下記のとおり一部復旧しましたのでお知らせします。 

 これを受け、北陸地方整備局所属の大型浚渫兼油回収「白山」が入港し、支

援物資の陸揚げ等を行いました。 

記 

１ 復旧日 

   平成２３年３月１７日（木）  

 

２ 復旧場所 

藤原地区 岸壁（-7.5ｍ） 

     岸壁（-10.0ｍ）  ※－8.5m、-9.0m で運用 

     岸壁（-12.0ｍ） 

 【別図参照】 

 

３ 対象船舶 

復旧岸壁の供用については、港湾管理者が認める緊急物資輸送等に従事す

る船舶が対象となります。 

   

問合せ先 

 国土交通省港湾局港湾防災課災害対策室 

  課長補佐 高橋 03-5253-8689（直通） 

 海上保安庁東北地方太平洋沖地震災害対策本部 

  福本、中林   03-3591-6361 内 5391 



宮古港
（航行可能海域）

岸壁(-12m)  240m
（使用可能）

航行可能海域

別図

水深約8.5ｍを確保

漂流物、異物多数あり

水深約9.0ｍを確保

岸壁(-7.5m)  260m
（使用可能）

岸壁(-7.5m)  260m
（使用可能）

岸壁(-10m)  550m
（港奥2バースのみ使用可能）


